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〔特定保健指導の実施率〕 

 ベースライン値 平成 27 年 

７．11b 保健指導実施率 ―    ― （※） 

（※）  各都道府県の医療費適正化計画に関する国の医療費適正化基本方針と調和を図りつつ、

平成 19 年度に目標を設定する。 

 

（３）今後重点的に取り組むべき課題及び新たに講ずべき施策等 

① メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診・保健指

導の徹底 

 事後指導受診率は、男女とも 60 歳以上では約８割に達しているが、相対

的に事後指導受診率が低い 60 歳未満での事後指導の充実が必要である。ま

た、糖尿病の発症予防等には生活指導がきわめて重要であることを保健指導

従事者及び国民に広く啓発するとともに、事後指導の枠組みや具体的な指導

技術の提供が必要と考える。平成 20 年度から医療保険者に義務付けられる

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診・保健指導の

受診率を向上させ、効果的な健診・保健指導を行うことが重要である。 

② 一次予防の充実 

 肥満は糖尿病の最も重要な危険因子であり、肥満者の割合が減少していな

いことは、今後、一層の糖尿病有病者・予備群の増加の要因となる可能性が

ある。特に肥満者が増加している中高年男性を意識した対策をとる必要があ

り、「食事バランスガイド」等の普及による食習慣に関する対策に加えて、

「エクササイズガイド 2006」の普及等による運動不足の解消を目指した有

効な対策が必要であると考えられる。 

③ 糖尿病予防のための戦略研究等の推進 

糖尿病について、その発症予防のための介入方法、糖尿病治療を継続する

ための介入方法、糖尿病合併症の進展を抑制する治療方法を確立するための

戦略研究を平成 17 年から実施しており、この成果を今後の施策に反映させ

ることが重要である。 

  

   

 

８ 循環器病 

（１）代表目標項目の選定 

  循環器病分野においては、一次予防に関する目標は１．栄養・食生活、２．

身体活動・運動、４．たばこ分野での目標と重複していることから、ここでは

二次予防と発症抑制に関する項目として、「８．７ 高脂血症の減少」、「８．10

健康診断を受ける人の増加」、「８．11 生活習慣の改善等による循環器病の減

少」の３つを代表目標項目として選定した。 


